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「神戸製鉄所火力発電所（仮称）設置計画 環境影響評価方法書」 

についての意見書 

平成 27 年７月３日付水大第 1216 号により，環境影響評価法（平成９年６月法律

第 81号。以下「法」という。）第 10条第 2項の規定に基づき意見を求められた「神

戸製鉄所火力発電所（仮称）設置計画 環境影響評価方法書」（以下，「方法書」とい

う。）について，神戸市環境影響評価等に関する条例（平成９年 10月条例第 29号）

第 36条第２項において準用する第 12条第１項の規定により，環境の保全の見地から

意見を述べる。 

貴職におかれては，今後事業者が，別紙の意見内容を踏まえ，次に挙げる検討・対

策等を適切に実施するよう，意見を述べられたい。 

・ 本計画の実施による周辺大気環境等への影響を可能な限り回避・低減するため

の措置を講じた上で，既設の発電所，製鉄所及び本計画の発電所を合わせた大気

汚染物質の総排出量等については，少なくとも本市と締結している環境保全協定

の協定値を上回ることのないよう，環境保全対策に万全を期すること 

・ 「日本の約束草案」や電気事業分野の自主的枠組等が発表された現状を鑑み，

地域住民の理解を深めるためにも，電力供給先の二酸化炭素排出量の削減対策に

ついて確認すること。併せて，今後の国の動向や技術開発の最新の状況を注視し，

採用可能な最も高効率で二酸化炭素排出量の少ない設備を導入する等，大量の二

酸化炭素を排出する施設の設置者として，二酸化炭素排出量の一層の削減対策を

講じること 

・ 本計画の目的とされている電力の安定供給による地域貢献等を含めた最善の計

画となるよう引き続き検討を進めるとともに，本計画の必要性等について，住民

等の関係者に対し，分かりやすく丁寧な説明を行うこと 
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＜意見＞ 

１ 全般的事項 

(1) 国等の動向を踏まえた二酸化炭素排出量削減対策 

平成 27年７月 17日，国内から排出される温室効果ガスを 2030年度に 2013

年度比で 26.0%削減する目標が，「日本の約束草案」として政府において決定

された。また，同日，電気事業連合会加盟 10社等計 35社により，同草案に示

された長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）が実現される姿を目

標とする，電気事業分野の「自主的枠組みの概要」及び「電気事業における低

炭素社会実行計画」（以下，「枠組等」という。）が公表された。 

一方，枠組等については，個別の枠組等参加事業者による具体的な取組内容

等は明らかにされておらず，環境省及び経済産業省は，目標達成のための仕組

みやルールづくりが必要であるとの見解を示している。 

こうした状況下において，方法書の記載内容及びその審議における事業者の

説明では，「日本の約束草案」や枠組等における本計画の位置づけ，本計画の

電力供給先である関西電力株式会社及び事業者自身による二酸化炭素排出量

の削減対策等が，十分に説明されているとは判断できない。 

従って，事業者においては，地域住民の理解を深めるためにも，関西電力株

式会社による二酸化炭素排出量の削減対策を確認するとともに，事業者自身に

よる二酸化炭素排出量の削減対策を検討し，これらの削減対策の効果を準備書

に明示する必要がある。さらに，今後，枠組等に関する仕組みやルールが具体

化された際には，その内容に従った取組を実施する必要がある。 

なお，事業者自身による削減対策については，次の観点から検討する必要が

ある。 

ア 高効率な設備の導入 

本計画により設置される発電所は，今後数十年にわたり稼働することが想

定されることから，国の動向や技術開発の最新の状況を注視し，発電設備を

決定する時点において，採用可能な最も高効率で二酸化炭素排出量の少ない

設備を導入する必要がある。 

イ エネルギーの有効利用等 

対象事業実施区域全体，さらには周辺地域の将来需要も視野に入れた余熱

別 紙 
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等のエネルギーの有効利用について，多様な視点から検討する必要がある。 

ウ 二酸化炭素の回収等 

二酸化炭素吸収源対策や二酸化炭素回収・貯留（CCS）等の今後の技術開

発の進展による新たな対策についても，継続的に検討を進める必要がある。 

なお，CCS については，鉄鋼業界での高炉ガス中の二酸化炭素の回収等

に関する研究や国における研究が進められている現状を踏まえ，事業者とし

ても，将来の技術の進展に応じ，研究成果の活用に努める必要がある。 

(2) 住民等への説明 

環境影響評価に関する図書の説明会（以下，「説明会」という。）における事

業者の説明が十分でない，図書の公表方法が適切でない等の住民等の意見が提

出されていることを踏まえ，本計画の必要性及び計画の決定に至る検討経過等

について，住民等の関係者に対し，適切な機会をとらえて，分かりやすく丁寧

に説明を行い，理解を得る必要がある。 

また，説明会を実施した際の住民等への説明や質疑等の内容についても，積

極的に公開するよう努める必要がある。 

(3) 調査・予測・評価 

対象事業実施区域においては，既設の発電所の設置にあたり，環境影響評価

及び事後調査が実施されており，発電所の設置工事及び稼働に係る予測と実測

のデータが蓄積されている。 

従って，本計画における調査・予測・評価については，当該データを活用す

ることはもとより，さらなる詳細な実測を積み重ね，調査・予測・評価の手法

や予測計算等に用いる数値の妥当性を改めて検証したうえで，より一層精度・

信頼度の高いものとする必要がある。 

(4) 周辺地域への環境保全対策 

対象事業実施区域周辺は，大気汚染物質の環境基準を達成していない地点が

存在し，前面は閉鎖性の高い海域である。また，人口密集地かつ既に発電所及

び製鉄所が存在する地域であることから，計画の実施による周辺環境への影響

について，一層の低減を図る必要がある。 

このため，方法書に記載している環境保全措置の内容に加え，優れた環境性

能を備えた最新設備の導入及びより環境負荷を低減させる運転管理の実施等，
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既設の発電所及び製鉄所を含めた総合的な環境保全対策を検討し，その内容を

準備書に明示する必要がある。 

なお，地震・津波等の災害，事故等により，設備の損傷やこれに起因する周

辺住民の生活環境への影響が生じないよう，災害・事故時における環境保全対

策にも万全を期する必要がある。 

 

２ 個別的事項 

(1) 大気環境 

① 施設の稼働に係る大気質の現地調査地点として，対象事業実施区域から

北西方向の地点が選定されているが，主風向等を勘案し，北東方向の地点

への影響も加味したうえで，大気質への影響について予測・評価を実施す

る必要がある。 

高層気象の観測地点のうち内陸の観測地点については，陸域の気象をよ

り正確に把握するため，さらに内陸側の地点を選定するよう検討すること

が望ましい。 

② 施設の稼働に伴う大気質への影響について，既設の発電所の稼働時にお

ける周辺大気環境等のデータを精査し，特殊気象条件下において大気汚染

物質が高濃度状態になることの有無及び高濃度となった場合の気象条件等

を確認したうえで，予測・評価を実施する必要がある。 

また，高層マンション等の高層階への影響についても，予測・評価を実

施する必要がある。 

③ 資材等の搬出入に伴う大気質への影響について，石炭や石炭灰等を輸送

する船舶の影響も含めた予測・評価を実施するよう努める必要がある。 

④ 微小粒子状物質（PM2.5）について，原因物質の排出抑制に努める必要が

ある。なお，現時点では拡散状況や寄与濃度を予測できる精度の高い手法

が確立されていないことから，予測手法等に関する国の動向等の最新の知

見の継続的な収集に努め，可能な範囲で調査・予測・評価の実施を検討す

る必要がある。 

(2) 水環境 

① 水環境への影響について，神戸港波浪観測塔における水温・塩分・溶存
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酸素等の鉛直分布及び流速の測定データ等の既存資料を予測の条件に加え

たうえで，予測・評価を実施する必要がある。 

② 施設の稼働に伴う温排水の周辺環境への影響について，既設の発電所の

稼働時における実測データを活用し，３次元の拡散予測も含めた最適な予

測手法を検討する必要がある。 

③ 工事の実施に伴う水の濁りへの影響について，より詳細な予測・評価を

実施するため，特に浚渫工事の実施を予定している付近における調査地点

を追加する必要がある。 

④ 対象事業実施区域周辺は閉鎖性が高い海域であり，取水口付近において

は夏季に貧酸素水塊が形成されやすいことから，貧酸素状態の海水の取放

水が水環境に及ぼす影響について，予測・評価を実施する必要がある。 

(3) 動物・植物・生態系 

① 潮間帯生物について，より詳細な予測・評価を実施するため，対象事業

実施区域近傍の調査地点を追加する必要がある。 

② 動物・植物の現地調査を実施する際には，国や神戸市のレッドデータブ

ック等に記載されている希少な種の確認のみならず，アライグマ，アルゼ

ンチンアリ，オオキンケイギク等の特定外来生物の侵入状況についても確

認する必要がある。 

(4) 景観 

① 景観の調査地点について，対象事業実施区域の東西方向からの近景が確

認できる眺望点及び神戸中央航路・新港航路を航行する客船からの眺望点

等を追加する必要がある。 

② 既設の発電所については，特に冬季に煙突から白煙が観察されることが

あることから，本計画においても，既設の発電所と同様の現象が観察され

ることが推測される。従って，煙突からの白煙が視認できる頻度や発生条

件等を把握したうえで，景観への影響について予測・評価を実施する必要

がある。 


